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一
般
職
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任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
案
）
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照
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現
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（
第
一
号
任
期
付
研
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員
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裁
量
に
よ
る
勤
務
）

（
第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
裁
量
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よ
る
勤
務
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第
五
条

１
・
２
（
略
）

第
五
条

１
・
２
（
略
）

３

勤
務
時
間
条
例
第
○
条
第
○
項
及
び
第
○
項
、
第
○
条
、
第
○
条
、
第
○
条

３

勤
務
時
間
条
例
第
○
条
第
○
項
及
び
第
○
項
、
第
○
条
、
第
○
条
、
第
○
条

、
第
○
条
、
第
○
条
及
び
第
○
○
条
〔
注
３
〕
の
規
定
は
、
第
一
項
の
第
一
号

、
第
○
号
及
び
第
○
○
条
〔
注
３
〕
の
規
定
は
、
第
一
項
の
第
一
号
任
期
付
研

任
期
付
研
究
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

究
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

〔
注
３
〕

勤
務
時
間
条
例
（
案
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
条
、
第

〔
注
３
〕

勤
務
時
間
条
例
（
案
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
条
、
第

五
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
の
二
及
び
第
十
二
条
に
相
当
す

五
条
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
二
条
に
相
当
す
る
規
定

る
規
定


